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簡易公募型競争入札方式に係る手続開始の公示

(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))

次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。

平成２４年 １月２５日

分任支出負担行為担当官

東北地方整備局 仙台河川国道事務所長 桜田 昌之

１．業務概要

1)業務名 気仙沼唐桑南間（鹿折地区）用地調査等業務（電子入札対象案件）

2)業務内容 本業務は仙台河川国道事務所における気仙沼唐桑南間工事の用地取得等のために必

要な用地調査等を行うものである。

（業務内容：用地測量１７．２７ha、木造建物調査２０棟他。主たる部門は土

地調査部門）

3)履行期間 契約締結の翌日～平成２４年 ８月２４日

4)本業務は資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札シス

テムによりがたい者は、発注者の承諾を得た場合に限り、電子入札に代えて紙入札方式とする

ことができる。

5)本業務は「低価格受注業務がある場合における予定管理技術者の手持ち業務量の制限等」の試

行業務である。

２．指名されるために必要な要件

1)入札参加者に要求される資格

(1)入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている単体企業であること。

①予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第９８条にお

いて準用する予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。

②参加表明書の提出時において、東北地方整備局（港湾空港関係を除く。）における平成 23・24

年度補償関係コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けている

こと。（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長（以下「局長」という。）が別に

定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

③会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者（上記②の再認定を受けたものを除く。）でないこと。

④参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から指名停止を受けている期間

中でないこと。

⑤入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係のいずれかに該当する関係がないこ

と。

2)参加表明書に関する要件

(1)参加表明書の提出者に関する要件

①補償コンサルタント登録
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｢補償コンサルタント登録規程｣（昭和59年9月21日建設省告示第1341号）(以下｢登録規程｣

という。)第２条第１項の別表に掲げる土地調査部門及び物件部門の登録を受けていること。

②東北地方整備局管内に本社（店）、支社（店）又は営業所のいずれかを有していること（一

般競争（指名競争）参加資格審査申請書に記載している本社（店）、支社（店）又は営業所

の所在地による）。

③一級建築士の資格者を１名有すること。

④技術士（森林部門）又は林業技士（森林評価又は林業経営部門）の資格者を１名有すること。

⑤企業の同種又は類似業務の実績

下記に示される同種業務又は類似業務について、平成１３年度以降公示日までに完了した業

務（元請けとして実施した業務）の実績を有すること。同種又は類似業務の実績は、｢登録

規程｣第２条第１項の別表に定める各部門の業務（以下「補償コンサルタント業務」という。）

とし、各部門につき１件でよい。

また、１契約の業務をもって、それぞれの部門の同種又は類似業務の実績とすることは差

し支えない。

a）土地調査部門の同種又は類似業務の実績とは、以下のものをいう。

・同種業務：東北地方整備局管内で国、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促

進に関する法律施行令第１条に規定する法人（日本道路公団など同条に規定す

る法人の組織改編前の法人を含む。）以下同じ。）及び地方公共団体により発注

された補償コンサルタント業務で、１契約あたり１５ha以上の用地測量業務（境

界確認及び境界測量業務をいう）を含む土地調査部門の業務

・類似業務：東北地方整備局管内で国、特殊法人等及び地方公共団体により発注された補償

コンサルタント業務で、同種業務以外の土地調査部門の業務

b）物件部門の同種又は類似業務の実績とは以下のものをいう。

・同種業務：東北地方整備局管内で国、特殊法人等及び地方公共団体により発注された補償

コンサルタント業務で、１契約あたり木造建物２０棟以上の調査を含む物件部

門の業務

・類似業務：東北地方整備局管内で国、特殊法人等及び地方公共団体により発注された補償

コンサルタント業務で、同種業務以外の物件部門の業務

注）地方公共団体とは地方自治法第１条の３に規定する普通地方公共団体（都道府県、市町

村）をいう。

⑥実績として挙げた個々の業務成績が６５点以上であること。ただし、「東北地方整備局委託

業務等成績評定要領」に基づく業務成績以外の業務は、この限りではない。

⑦平成１８年度から２２年度末までに完了した業務のうち、東北地方整備局発注業務（港湾空

港関係を除く。）の平均業務成績が６０点以上であること。

ただし、東北地方整備局発注業務の登録実績がない場合は、この限りではない。

(2)配置予定主任担当者に対する要件

①主たる部門（土地調査部門）の補償業務管理士又は主たる部門の実務経験が７年以上ある者

であること。

②主たる部門の同種又は類似業務で、平成１３年度以降公示日までに完了した業務（再委託に

よる業務の実績は含まない。）の実績（ただし、照査技術者として従事した業務は除く。）

を有する者であること。

③本業務の履行期間中（契約日から業務完了までに）に本業務の受注者と直接的雇用関係があ

ること。

④平成２４年 １月２５日現在の手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約のものを含む。）

が４億円未満かつ１０件未満である者であること。手持ち業務とは、主任担当者又は担当技
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術者となっている契約金額５００万円以上の業務のうち、東日本大震災の応急復旧に拘わる

緊急随意契約及び東日本大震災の影響により繰り越した業務を除く業務。

ただし、平成２４年 １月２５日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建

設コンサルタント業務等（港湾空港関係を除く。）において調査基準価格を下回る金額で落

札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を４億円未満から２億円未満に、件数

を１０件未満から５件未満にするものとする。

また、本業務の履行期間中は主任担当者の手持ち業務量が契約金額４億円未満、件数で

１０件未満（平成２４年 １月２５日現在での手持ち業務に、国土交通省の所管に係る建設

コンサルタント業務等（港湾空港関係を除く。）で調査基準価格を下回る金額で落札したも

のがある場合には契約金額で２億円未満、件数で５件未満）を超えないこととし、超えた場

合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続すること

が著しく不適当と認められる場合には、当該主任担当者を、以下のa)からd)までの全ての要

件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する

場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

a) 当該主任担当者と同等の同種又は類似業務実績（発注者から直接請け負ったもの（以下「元

請け」という。）として実施した業務。）を有する者（照査技術者として従事した業務は除

く。）

b) 当該主任担当者と同等の技術者資格を有する者

c) 当該主任担当者と同等以上の業務成績平均点を有する者又は過去３年間の東北地方整備局

発注（港湾空港関係を除く。）の同種業務における業務成績が７３点以上である者

d) 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定主任担当

者の手持ち業務量の制限を超えない者

⑤平成１８年度から平成２２年度に完了した業務について、予定主任担当者が担当（ただし、

照査技術者として従事した業務は除く。）した東北地方整備局発注業務（港湾空港関係を除

く。）の同種業務又は類似業務の業務成績が６０点以上の業務実績を有していること。

ただし、東北地方整備局発注の補償コンサルタント業務の実績がない場合は、この限りで

はない。

(3)入札参加者を選定するための基準

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領に定める指名基準による。なお、同基

準中の「当該業務における技術的適性」については、保有する技術職員の状況、同種又は類似

業務の実績並びに配置予定主任担当者の資格、同種又は類似業務の実績及び手持ち業務等を勘

案するものとする。

(4)入札説明書等の入手に関する要件

参加表明書を提出しようとする者は、参加表明書提出前までに、本業務の入札説明書及び見

積に必要な図書等、電子入札システムの調達案件一覧中の本案件の「登録文書一覧」掲載の全

ての資料（参加表明書提出時に掲載されている資料）について、参加表明書を提出しようとす

る者の代表者又は代理権限のある名義人のＩＣカードにより、電子入札システムよりダウンロ

ードしていなければならない。なお、発注者の指定する方法（ＣＤ－Ｒ等による貸与等）での

交付を受けている場合はこの限りではない。

また、指名通知を受けて入札に参加する者は、入札書の提出前までに、本業務の入札説明書

及び見積に必要な図書等、電子入札システムの調達案件一覧中の「登録文書一覧」掲載の全て

の資料（入札書提出時に掲載されている資料。ただし、参加表明書提出時点でダウンロードし

ている資料は除く）について、入札に参加する者の代表者又は代理権限のある名義人のＩＣカ

ードにより、電子入札システムからダウンロードしていなければならない。なお、発注者の指

定する方法（ＣＤ－Ｒ等による貸与等）での交付を受けている場合はこの限りではない。
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３．入札手続き等

1)担当部局

〒９８２－８５６６

宮城県仙台市太白区郡山五丁目６番６号

東北地方整備局 仙台河川国道事務所 経理課 契約係

電話 ０２２－２４８－４１３１（内線２２９）

2)入札説明書の交付期間、場所及び方法

(1)交付期間：平成２４年 １月２５日から平成２４年 ２月２９日まで（土曜日、日曜日及び

休日を除く毎日、午前９時から午後５時（ただし、平成２４年 ２月２９日は午

後４時。）まで。

(2)交付方法：電子入札システムにより交付する。（電子入札システムの調達案件一覧中の本案件

の「登録文書一覧」からダウンロードすること。）ただし、やむを得ない理由によ

り上記交付方法による入手が出来ない入札参加者に対しては、発注者の指示する

方法（CD-R 等による貸与等）で交付するので、上記 1)の担当部局へその旨申し

出ること。

なお、他者が取得した説明書を譲り受け、参加表明書を提出した者が認められ

た場合には、東北地方整備局競争契約入札心得第５条に基づき、入札の取り止め

等を措置することがある。

3)参加表明書を提出できる者の範囲

参加表明書を提出する時において、上記２．1)(1)②に掲げる一般競争（指名競争）参加資格

の認定を受けている者とする。

4)参加表明書の提出期限及び提出場所並びに方法

(1)提出期限：電子入札システムにより提出する場合は、平成２４年 ２月 ２日までの土曜日、

日曜日及び休日を除く毎日、午前９時から午後５時（ただし、平成２４年 ２月

２日は午後４時。）まで。

持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期限まで必着。）による場合は、平成２４年

２月 ２日までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前９時から午後５時

（ただし、平成２４年 ２月 ２日は午後４時。）まで。

(2)提出場所：持参又は郵送する場合は、上記 1)に同じ。

(3)提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式

による場合は、持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期限まで必着。）によるも

のとし、これ以外の提出（電子媒体による提出又は電送（ファクシミリ）による

提出）は無効とする。

5)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

(1)電子入札システムによる入札は、平成２４年 ２月２８日から平成２４年 ２月２９日まで

の土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前９時から午後５時（ただし、平成２４年 ２月

２９日は午後４時。）まで。

(2)紙による持参の場合は、平成２４年 ２月２８日から平成２４年 ２月２９日までの土曜日、

日曜日及び休日を除く毎日、午前９時から午後５時（ただし、平成２４年 ２月２９日は午

後４時。）まで。提出場所は、上記 1)に同じ。

(3)開札は、平成２４年 ３月 １日 午後１時３０分に仙台河川国道事務所入札室にて行う。

(4)入札は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式に

よる場合は、入札書を持参するものとし、郵送又は電送（ファクシミリ）による入札は認め
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ない。

(5)入札に参加する者は、入札前までに、本業務の入札説明書及び見積に必要な図書等、電子入

札システムの調達案件一覧中の「登録文書一覧」掲載の全ての資料（入札時に掲載されてい

る資料。ただし、参加表明書提出時点でダウンロードしている資料は除く）について、入札

に参加する者の代表者又は代理権限のある名義人のＩＣカードにより、電子入札システムか

らダウンロードしていなければならない。なお、発注者の指定する方法（ＣＤ－Ｒ等による

貸与等）での交付を受けている場合はこの限りではない。

４．その他

1)手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

2)入札保証金及び契約保証金

(1)入札保証金 免除

(2)契約保証金 免除

3)入札の無効

本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽

の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

4)落札者の決定方法

(1)予決令第９８条で準用する予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって申込みを行った者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合

した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正

な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予

定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって申込みを行

った者を落札者とすることがある。

(2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第８５条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予

決令第８６条の調査及び、業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。

5)手続における交渉の有無 無

6)契約書作成の要否 要

7)契約書に定める事項に違反の行為が認められた場合には、厳正に措置することとする。

8)関連情報を入手するための照会窓口 上記３．1)に同じ。

9)本案件は資料の提出、入札等を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は、

入札説明書による。

10)詳細は入札説明書による。


